
1

は
じ
め
に

令
和
元
年
五
月
一
日
、
目
出
度
く
御
代
替
わ
り
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、「
御
大
礼
諸
儀
と
御
装
束
」
と
い
う
こ
と
を
、
天
皇
皇
后
両

陛
下
の
御
料
を
中
心
と
し
て
紹
介
し
、
そ
の
解
説
を
加
え
た
。

特
に
陛
下
の
お
召
し
に
な
る
大
礼
関
係
諸
儀
の
御
装
束
五
種
類
の
う
ち

（
御
直
衣
は
略
し
て
）、
四
種
を
時
系
列
に
従
っ
て
紹
介
す
る
。（
※
印
以
下

の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
・
説
明
文
は
宮
内
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
引
載
）

一　

令
和
元
年
五
月
一
日
の
御
代
替
わ
り
後

◇
令
和
元
年
五
月
八
日
、
午
前

　
「
賢
所
に
期
日
報
告
の
儀
」「
皇
霊
殿
神
殿
に
期
日
奉
告
の
儀
」

※ 

賢
所
に
天
皇
陛
下
が
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
を
行
う
期
日
を
奉
告
さ
れ
る
儀
式
。
ま

た
、
皇
霊
殿
・
神
殿
に
天
皇
陛
下
が
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
を
行
う
期
日
を
奉
告
さ

れ
る
儀
式

御
大
礼
諸
儀
と
御
装
束

│
両
陛
下
の
装
い
を
中
心
と
し
て
│

宍 

戸　

忠 

男

新
天
皇
即
位
奉
祝
記
念
特
集
（
前
号
続
き
）

　
　

目　

次

は
じ
め
に

一　

令
和
元
年
五
月
一
日
の
御
代
替
わ
り
後

二　

即
位
礼

三　

大
嘗
祭

四　

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
神
宮
に
親
謁
の
儀

五　

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
賢
所
に
親
謁
の
儀

　
　

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
皇
霊
殿
神
殿
に
親
謁
の
儀

　
　

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
賢
所
御
神
楽
の
儀

む
す
び
に
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◎
天
皇
陛
下
に
は
【
御ご

束そ
く

帯た
い

黄こ
う

櫨ろ

染ぜ
ん
の

御ご

袍ほ
う

】
を
召
さ
れ
て
出
御
。

◎
【
御ご

束そ
く

帯た
い

黄こ
う

櫨ろ

染ぜ
ん
の

御ご

袍ほ
う

】
一い

ち

具ぐ

の
色い

ろ

目め

は
、

御
冠か
ん
む
り
　

 

│
有う

文も
ん

（
菊き

く

紋も
ん

）、
御
纓え

い

│
立り

ゆ
う

纓え
い

、

　

御
掛か
け

緒お

│
紙こ

び
ね
り捻

御
袍ほ
う　
　

│
夏
ハ
桐き

り

竹た
け

鳳ほ
う

凰お
う

麒き

麟り
ん

文も
ん

黄こ
う

櫨ろ

染ぜ
ん

縠こ
め

紗し
や

　
　
　
　

│
冬
ハ
桐
竹
鳳
凰
麒
麟
文
黄
櫨
染
綾あ

や

　

同
御
裏
│
縹は

な
だ
へ
い
け
ん

平
絹

御
下し
た

襲が
さ
ね
　

│
夏
ハ
蘇す

芳お
う

竪た
て

菱び
し

文も
ん

縠こ
め

紗し
や

　
　
　
　
　

冬
ハ
白
小こ

葵あ
お
い

文も
ん

綾あ
や

　

同
御
裏
（
冬
）
│
蘓す

芳お
う

竪た
て

菱び
し

文も
ん

綾あ
や

御
袙あ

こ
め

　
　

│
紅
小
葵
文
綾

　

同
御
裏
（
冬
）
│
紅
平
絹

御
単ひ
と
え
　
　

│
紅
繁し

げ

菱び
し

文も
ん

綾

御
表う
え
の

袴は
か
ま

│
白
窠か

ニ
霰

あ
ら
れ

文も
ん

浮う
き

織お
り

物も
の

　

同
御
裏
│
紅
平
絹

御
大お
お

口く
ち

│
紅
生す

ず
し絹

御
石せ
き

帯た
い

│
玉

ぎ
よ
く

瑪め

瑙の
う

・
御
紋
菊
・
龍
丸
・
鳳
凰
等

御
挿そ
う

鞋か
い

│
繧う

ん

繝げ
ん

錦に
し
き

張は
り

御
檜ひ

扇お
う
ぎ│
白
檜
地
・
板い

た

数か
ず

二
五
橋き

よ
う・
餝

か
ざ
り

絲い
と

白
、
置お

き

物も
の

・
菊
花
葉
唐
草

御
帖た
と
う紙
│
白し

ろ

檀だ
ん

紙し

、
御
笏し

や
く

│
木
（
福ふ

く

良ら

柴
）

御
小
袖
│
白
平へ
い

絹け
ん　

御
襪

し
と
う
づ

│
白
平
絹

と
な
る
。

※
賢
所
に
期
日
奉
告
の
儀
、
皇
霊
殿
・
神
殿
に
期
日
奉
告
の
儀
に
臨
ま
れ
る
天
皇
陛
下宮内庁提供
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◇
令
和
元
年
五
月
八
日
、
午
前

◎
皇
后
陛
下
お
召
し
【
御
五い

つ
つ

衣ぎ
ぬ

・
御
小こ

袿う
ち
ぎ・
御
長な

が

袴ば
か
ま】
の
色
目
は
、

御お

髪ぐ
し

揚あ
げ

│
大お

お
す
べ
ら
か
し

垂
髪
に
釵さ

い

子し

・
櫛く

し

・
簪

か
ん
ざ
しを

御
装
用

御お
ん

小こ

袿う
ち
ぎ│

表お
も
て│

薄う
す

萌も
え

葱ぎ

亀き
つ
こ
う甲

地
ニ
白
松ま

つ
ニ

向む
か
い

鶴つ
る
ノ

丸ま
る

上う
わ

文も
ん

二ふ
た

陪え

織お
り

物も
の

、

　
　
　
　

中な
か

陪べ
│

薄う
す

紅こ
う

梅ば
い

平へ
い

絹け
ん

　
　
　
　

裏う
ら
│

紫
む
ら
さ
き

平へ
い

絹け
ん

　
「
松
重
（
ま
つ
が
さ
ね
）」
と
い
う
、
祝
に
着
る
重

か
さ
ね

色い
ろ

目め

御お
ん

表う
わ

着ぎ

│
表
│

白
地
（
文
不
明
）
二
陪
織
物

　
　
　
　

裏
│

薄う
す

萌も
え

葱ぎ

平へ
い

絹け
ん

　
「
卯
花
重
（
う
の
は
な
が
さ
ね
）」
と
い
う
初
夏
に
着
る
重
色
目

 

御お
ん

五い
つ
つ

衣ぎ
ぬ

│
上
濃
く
下
へ
薄う

す

く
匂
ふ

　
「
紅
の
匂
（
く
れ
な
い
の
に
ほ
ひ
）」
と
い
う
、
祝
に
着
る
重
色
目

御お
ん

単ひ
と
え

│
赤あ

か

幸
さ
い
わ
い

菱び
し

文も
ん

綾あ
や

、
御お

ん

長な
が

袴ば
か
ま

│
紅
精せ

い

好ご
う

と
な
る
。
全
体
に
見
て
も
、
上
・
萌
葱
（
青
系
）、
下
・
紅
（
赤
系
）
と

な
り
、「
松
重
（
ま
つ
が
さ
ね
）」
と
な
る
。
真
に
祝
儀
感
あ
ふ
れ
る
装
い

と
な
っ
て
い
る
。

◇
令
和
元
年
五
月
八
日
、
午
後

　
「
神
宮
神
武
天
皇
山
陵
及
び
昭
和
天
皇
以
前
四
代
の
天
皇
山
陵
に
勅
使
発
遣

の
儀
」

※
賢
所
に
期
日
奉
告
の
儀
、
皇
霊
殿
・
神
殿
に
期
日
奉
告
の
儀
に
臨
ま
れ
る
皇
后
陛
下

宮内庁提供

宮内庁提供
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※ 
神
宮
並
び
に
神
武
天
皇
山
陵
及
び
前
四
代
の
天
皇
山
陵
に
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
を

行
う
期
日
を
奉
告
し
幣
物
を
供
え
る
た
め
に
、
勅
使
を
差
遣
さ
れ
る
儀
式
。

◎
天
皇
陛
下
に
は
【
御お

引ひ
き

直の
う

衣し

】
を
召
さ
れ
て
出
御
。

◎
【
御お

引ひ
き

直の
う

衣し

】
物も

の
の
ぐ具

の
色
目
は
、

御
冠　

│
有う

文も
ん

（
菊き

く

紋も
ん

）

御
纓え
い　

│
立り

ゆ
う

纓え
い

御
掛か

け

緒お

│
紙こ

び
ね
り捻

御
袍
（
御
引
直
衣
）

　
　
　

│
冬
ハ
白し

ろ

小こ

葵あ
お
い

文も
ん

綾あ
や

（
丈
長
）

同
御
裏
│
江
戸
時
代
末
ま
で
高
倉
家
調
進
ハ
蘓す

芳お
う

、

　
　
　
　

山
科
家
調
進
ハ
花は

な

田だ

（
縹
）、

　
　
　
　

明
治
初
年
以
降
ハ
花
田
の
み
と
な
る
。

　
　
　

│
夏
ハ
二ふ

た

藍あ
い

三み

重え

襷だ
す
き

文も
ん

縠こ
め

紗し
や

（
無
裏
）

長
御
衣
│
白
小
葵
文
綾

同
御
裏
│
表
ニ
同
色
平
絹

長
御
単ひ
と
え│
紅
繁し

げ

菱び
し

文も
ん

綾

御
袴　

│
紅
小こ

葵あ
お
い

文も
ん

綾
長な

が

袴
ば
か
ま

御
扇　

│
檜ひ

扇お
う
ぎ、

蘇す

芳お
う

染ぞ
め

檜
地
・
板い

た

数か
ず

二
五
橋き

ょ
う・

餝
か
ざ
り

絲い
と

白
、

　
　
　
　

長な
が

餝か
ざ
り ・

菊き
く

花か

葉は

唐か
ら

草く
さ

裂き
れ

切き
り

付つ
け

御
帖た

と
う紙
│
白し

ろ

檀だ
ん

紙し

御
笏　

│
木
（
福ふ

く

良ら

柴し
ば

）

御
小
袖
│
白
平
絹

御
襪
し
と
う
づ

│
白
平
絹

と
な
る
。

宮内庁提供

　

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
髙
倉
永
佳
師
、
御
前
衣
文
・
髙
倉
流
門
弟
奉
仕
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上
の
写
真
は
、
宮
殿
竹
の
間
へ
出
御
な
っ
た
天
皇
陛
下
。

前
頁
の
写
真
は
、
紅
の
長
袴
に
長
ノ
御
単
・
長
ノ
御
衣
を
重
ね
ら
れ
、

一
番
上
に
御
引
直
衣
を
召
し
、
お
頭つ
む

に
御
立
纓
の
御
冠
を
載
せ
ら
れ
て
、

静
々
と
歩
を
進
め
ら
れ
る
御
姿
は
、
正
に
平
安
絵
巻
そ
の
も
の
。
懐
の
込こ

み
よ
り
十
三
セ
ン
チ
ほ
ど
下
が
っ
た
所
か
ら
左
右
に
ズ
イ
ッ
と
富
士
山
型

に
綺
麗
に
広
げ
る
の
が
、
鎌
倉
時
代
中
期
以
来
の
髙
倉
流
の
仕
様
で
あ

る
。
こ
こ
ま
で
き
れ
い
に
広
げ
る
の
は
、
当
に
至
難
の
技
で
あ
る
こ
と

は
、
申
し
添
え
て
お
く
。
御
後
は
髙
倉
家
の
当
主
が
奉
仕
し
、
御
前
は
一

の
門
弟
が
奉
仕
致
す
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
余
程
の
修
錬
を
積
ま
ね
ば
、

御
意
に
叶
わ
ぬ
こ
と
と
相
成
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
が
、
衣
文
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
、
要
諦
は
、「
御
方
の
御
意
次
第
」

に
ひ
た
す
ら
副
う
よ
う
に
致
す
こ
と
。
い
く
ら
衣
文
者
が
「
こ
う
し
た

い
」
と
思
っ
て
も
、
お
召
し
に
な
る
方
の
お
気
持
ち
に
副
わ
な
け
れ
ば
意

味
が
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
だ
只
管
に
御
方
の
お
気
持
ち
に
副
う
様
に

す
る
事
が
、
衣
文
者
第
一
の
心
得
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

究
極
は
、
衣
文
者
は
「
無
心
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
礼
に
始

ま
り
、
気
が
付
い
た
ら
礼
を
し
て
、
衣
文
が
終
わ
っ
て
い
た
、
と
い
う
の

が
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

宮内庁提供
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御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
髙
倉
永
佳
師
、
御
前
衣
文
・
髙
倉
流
門
弟
奉
仕

　

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
髙
倉
永
満
師
、
御
前
衣
文
・
髙
倉
流
門
弟
奉
仕

令
和
度
勅
使
発
遣
の
儀

令
和
元
年
五
月
八
日
午
後
、
皇
居
・
宮
殿
竹
の
間

宮内庁提供

（
参
考
図
版
）
平
成
度
勅
使
発
遣
の
儀

平
成
二
年
一
月
二
十
三
日
午
後
、
皇
居
・
宮
殿
竹
の
間

宮内庁提供
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二　

即
位
礼

◇
令
和
元
年
十
月
二
十
二
日
、
午
前

　
「
即
位
礼
当
日
賢
所
大
前
の
儀
」

　
「
即
位
礼
当
日
皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀
」

※ 

即
位
礼
の
当
日
、
賢
所
・
皇
霊
殿
・
神
殿
に
天
皇
陛
下
が
即
位
礼
を
行
う
こ
と

を
奉
告
さ
れ
る
儀
式
。

◎
天
皇
陛
下
に
は
【
御
束
帯
帛は

く
の

御ご

袍ほ
う

】
を
召
さ
れ
て
出
御
。

◎
皇
后
陛
下
に
は【
白
色
帛
御
五
衣
・
同
唐
衣
・
同
御
裳
】を
召
さ
れ
て
御
参
拝
。

◇
令
和
元
年
十
月
二
十
二
日
、
午
後

　
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」

※
即
位
を
公
に
宣
明
さ
れ
、
即
位
を
内
外
の
代
表
が
お
祝
い
す
る
儀
式
。

※
賢
所
大
前
の
儀
、
皇
霊
殿
・
神
殿
に
即
位
礼
奉
告
の
儀
に
臨
ま
れ
る
皇
后
陛
下

宮内庁提供

　

 

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
髙
倉
永
佳
師
、
御
前

衣
文
・
髙
倉
流
門
弟
奉
仕

宮内庁提供
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◎
天
皇
陛
下
に
は
【
御ご

束そ
く

帯た
い

黄こ
う

櫨ろ

染ぜ
ん
の

御ご

袍ほ
う

】
を
召
さ
れ
て
出
御
。

◎
皇
后
陛
下
に
は
【
御
五い
つ
つ

衣ぎ
ぬ・

御
唐か

ら

衣ぎ
ぬ・

御
裳も

】
を
召
さ
れ
御
出
座
。

真
に
見
事
な
山
科
流
に
よ
る
御
服
上
げ
、
宸し

ん

影え
い

で
あ
る
。

袖
の
執
り
様
が
輪
「
二
つ
」
と
な
り
、
懐
の
形
が
、
ほ
ぼ
横
一
文
字
に

な
る
様
に
造
る
の
が
山
科
流
の
本
義
で
あ
る
。

尚
、
こ
の
即
位
礼
正
殿
の
儀
の
御
装
束
は
山
科
家
の
担
当
で
、
高
倉
家

は
皇
嗣
殿
下
の
担
当
。

袖
の
執
り
樣
が
輪
「
一
つ
半
」
と
な
り
、
懐
の
形
が
「
御
鏡
（
餅
）」

形
と
い
う
曲
線
形
と
な
り
、
丸
く
ふ
っ
く
ら
と
な
る
様
に
造
る
の
が
高
倉

流
の
本
儀
で
あ
る
。
そ
の
仕
様
が
鮮
や
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
山
科
言
和
師
、
御
前
衣
文
・
山
科
流
門
弟
氏
奉
仕

宮内庁提供

令
和
元
年
十
月

　

後
衣
文
・
髙
倉
永
佳
師
、
前
衣
文
・
髙
倉
流
門
弟
奉
仕

宮内庁提供
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（
参
考
図
版
）
平
成
の
【
御
束
帯
宸
影
】
◇
平
成
二
年
十
一
月

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
髙
倉
永
満
師
、
御
前
衣
文
・
髙
倉
流
門
弟
奉
仕

◇
令
和
元
年
十
月
二
十
二
日
、
午
後

宮内庁提供

宮内庁提供
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三　

大
嘗
祭

◇
令
和
元
年
十
一
月
八
日
、
午
前
「
神
宮
に
勅
使
發
遣
の
儀
」

※ 

神
宮
に
大
嘗
祭
を
行
う
こ
と
を
奉
告
し
弊
物
を
供
え
る
た
め
に
勅
使
を
派
遣
さ
れ

る
儀
式
。

五
月
八
日
に
同
じ
く
、【
御お

引ひ
き

直の
う

衣し

】
を
召
さ
れ
て
出
御
。

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
山
科
言
和
師
、
御
前
衣
文
・
山
科
流
門
弟
氏
奉
仕

（
参
考
図
版
）
◇
令
和
元
年
五
月
八
日

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
髙
倉
永
佳
師
、
御
前
衣
文
・
髙
倉
流
門
弟
奉
仕

宮内庁提供

宮内庁提供
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◇
令
和
元
年
十
一
月
十
四
日
～
十
五
日

　
「
大
嘗
宮
の
儀
」

※ 

天
皇
陛
下
が
ご
即
位
の
後
、
大
嘗
宮
の
悠
紀
殿
及
び
主
基
殿
に
お
い
て
初
め
て
新

穀
を
皇
祖
及
び
天
神
地
祇
に
供
え
ら
れ
、
自
ら
も
召
し
上
が
り
、
国
家
・
国
民
の

た
め
に
そ
の
安
寧
と
五
穀
豊
穣
な
ど
を
感
謝
し
、
祈
念
さ
れ
る
儀
式
。

十
一
月
十
四
日
夜
、 　

悠
紀
殿
供
饌
の
儀

十
一
月
十
五
日
未
明
、
主
基
殿
供
饌
の
儀

◎
天
皇
陛
下
に
は
先
ず
、【
御ご

束そ
く

帯た
い

帛は
く
の

御ご

袍ほ
う

】
に
て
、
頓
宮
よ
り
廻
立
殿

へ
行
幸
、
出
御
。

【
御
束
帯
帛
御
袍
】
一
具
の
色
目
は
、

御
冠　

│
無
文

御
纓え
い　

│
立り

ゆ
う

纓え
い

御
掛か

け

緒お

│
紙こ

び
ね
り捻

御
袍　

│
白
生す
ず
し絹

（
大
正
度
よ
り
。
そ
れ
以
前
は
練
平
絹
）

　

同
御
裏
│
無

御
下し
た

襲が
さ
ね│

白
生
絹
（
大
正
度
よ
り
。
そ
れ
以
前
は
練
平
絹
）

　

同
御
裏
│
無

御
袙あ
こ
め

　

│
白
練
平
絹

　

同
御
裏
│
白
練
平
絹

御
単ひ
と
え
　

│
白
練
平
絹

御
表
う
え
の

袴は
か
ま│

白
練
平
絹

同
御
裏
│
薄
紅
平
絹

御
大お
お

口く
ち

│
白
練
平
絹

御
小
袖
│
白
平
絹

御
襪
し
と
う
づ
　

│
白
平
絹

御
檜ひ

扇お
う
ぎ│
白
板
数
二
五
橋
、
餝

か
ざ
り

絲い
と

白
、
要
銀
蝶
鳥

御
帖た
と
う紙
│
白
檀だ

ん

紙し

御
笏し

や
く

　

│
木

御
石せ
き

帯た
い

│
瑪め

瑙の
う

・
無む

文も
ん

巡ず
ん

方ぽ
う

御
挿そ

う

鞋か
い

│
白
平
絹
ヲ
以
テ
張

と
な
る
。

【
帛
御
服
宸
影
】
◇
令
和
元
年
十
一
月

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
髙
倉
永
佳
師
、
御
前
衣
文
・
髙
倉
流
門
弟
奉
仕

宮内庁提供
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◎
皇
后
陛
下
【
白
色
帛
御
五
衣
・
同
唐
衣
・
同
御
裳
】
一
具
の
色
目
は
、

御
単ひ
と
え・

御
五い

つ
つ

衣ぎ
ぬ

・
御
打う

ち

衣ぎ
ぬ

・
御
表う

わ

着ぎ

・
御
唐か

ら

衣ぎ
ぬ

・
御
裳も

 
 

 
 

│
白
練
平
絹

御
長な
が

袴ば
か
ま
　

│
薄う

す

紅
く
れ
な
い

練
平
絹
と
な
る
。

皇
后
陛
下
の
「
帛
の
御
服
」
に
つ
い
て
は
、
弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
）
二

月
、嵯
峨
天
皇
の
詔
後
半
に「
帛
衣
ヲ
以
テ
助
祭
ノ
服
ト
為
ス
」と
あ
り
、

平
安
時
代
極
初
期
に
斯
様
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
貴
重
で
あ
る
。

令
和
の
大
礼
に
お
い
て
は
、
即
位
礼
当
日
、「
正
殿
の
儀
」
に
先
立
つ

「
賢
所
大
前
の
儀
」
並
び
に
「
皇
霊
殿
・
神
殿
に
奉
告
の
儀
」
に
両
陛
下

共
に
こ
の
「
帛
御
装
束
」
を
御
召
し
に
な
ら
れ
て
の
お
出
ま
し
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
大
嘗
祭
当
日
、
大
嘗
宮
東
方
の
楽
部
を
頓
宮
と
さ
れ
て
、
こ
の

帛
御
装
束
を
召
さ
れ
、
廻
立
殿
ま
で
出
御
な
っ
た
の
で
あ
る
。

皇
后
陛
下
に
お
か
れ
て
は
、
同
年
同
月
十
四
日
〜
十
五
日
の
大
嘗
祭
に

お
い
て
、「
悠
紀
殿
供
饌
の
儀
」
及
び
「
主
基
殿
供
饌
の
儀
」
の
御
帳
殿

に
、
こ
の
御
装
束
を
お
召
し
に
な
っ
て
お
出
ま
し
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
、
ま
こ
と
に
め
で
た
く
千
二
百
年
前
の
詔
に
相
応
し
く
、「
助

祭
ノ
服
」
と
な
さ
れ
た
こ
と
と
解
釈
出
来
る
の
で
あ
る
。

天
皇
陛
下
の
「
御
祭
服
」
は
天
皇
着
御
に
限
る
も
の
で
、
大
嘗
祭
・
新
嘗

祭
に
際
し
、
御
自
ら
神
饌
を
親
供
さ
れ
る
時
の
み
に
お
召
し
に
な
る
も

の
。『
装
束
雑
事
抄
』
上
に
、「
御
袍
以
下
、
皆
白
平
絹
生
、
裏
な
し
、
夏

冬
同
物
也
、」
と
い
う
「
生
（
絹
）」
が
重
要
で
あ
る
。

親
祭
御
服
の
極
ま
り

こ
こ
に
、
天
皇
神
事
の
極
ま
り
が
形
成
さ
れ
た
と
申
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。そ
れ
は
ひ
い
て
は
ま
た
天
皇
御
自
身
の
神
祇
観
の
確
立
で
も
あ
っ
た
。

大
神
事
に
は
鄭
重
の
上
に
も
鄭
重
を
極
め
、
清
浄
の
上
に
も
清
浄
を
窮

め
た
の
が
こ
の
「
祭
服
」
な
の
で
あ
る
。
蚕
の
繭
玉
か
ら
一
本
の
線
を
引

き
出
し
、
そ
れ
を
七
本
ほ
ど
合
わ
せ
て
一
筋
の
糸
と
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
織
の
最
も
基
本
的
な
平
織
と
し
た
絹
│
│
こ
れ
が
「
生
絹
」
と
い
う
も

の
。
こ
の
、
最
も
手
を
掛
け
な
い
、
最
も
原
始
的
元
素
的
な
生
地
の
祭

服
、「
素
」
が
最
も
格
が
高
い
│
│
至
尊
の
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

宮内庁提供

◇
令
和
元
年
十
一
月
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（
参
考
図
版
）【
帛
御
服
宸
影
】
◇
平
成
二
年
十
一
月

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
山
科
言
泰
師
、
御
前
衣
文
・
清
岡
長
和
氏
（
七
十
五
歳
）
奉
仕

「
大
嘗
宮
の
儀
」
が
行
わ
れ
、
帳
殿
に
向
か
わ
れ
る
皇
后
陛
下

宮内庁提供

宮内庁提供
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◎
【
御
祭
服
】
│
大
嘗
宮
廻
立
殿
よ
り
悠
紀
殿
・
主
基
殿
へ
行
幸
、
出

御
、
親
供
の
儀
の
み
に
召
さ
れ
る
。

◎
【
御
祭
服
】
一
具
の
色
目
は
、

御
冠　

│
無む

文も
ん

御
纓え

い　

│
折お

り

撓た
め

御
幘さ

く

・
白
生す

ず
し絹
ニ
テ
結

御
掛か
け

緒お

│
紙こ

び
ね
り捻

御
袍　

│
白
生す
ず
し絹

同
御
裏
│
無

御
下し
た

襲が
さ
ね│

白
生
絹

同
御
裏
│
無

御
袙あ
こ
め

　

│
白
生
絹

同
御
裏
│
白
生
絹

御
単ひ
と
え

　

│
白
生
絹

御
表
う
え
の

袴は
か
ま│

白
生
絹

同
御
裏
│
白
生
絹

御
大お
お

口く
ち

│
白
生
絹

御
小
袖
│
白
平
絹

御
襪
し
と
う
づ
　

│
白
平
絹

御
檜ひ

扇お
う
ぎ│

白
板
数
二
五
橋
・
餝
絲
白
・
要

か
な
め

銀
蝶
鳥

御
帖た
と
う紙
│
白
檀
紙

御
笏し
や
く
　

│
木

御
石せ
き

帯た
い

│
瑪め

瑙の
う

・
無む

文も
ん

巡ず
ん

方ぽ
う

御
挿そ

う

鞋か
い

│
白
平
絹
ヲ
以
テ
張

と
な
る
。

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
髙
倉
永
佳
師
、
御
前
衣
文
・
髙
倉
流
門
弟
奉
仕

宮内庁提供
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大
嘗
祭
の
沿
革
と
そ
の
次
第

帛
御
服
と
御
祭
服
の
色
目
等
の
詳
細
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
改
め
て
「
大
嘗
祭
」
そ
の
も
の
の
沿
革
と
、
祭
儀
の
実
際
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
お
き
た
い
。

天
武
天
皇
の
御
代
（
在
位
六
七
二
│
六
八
六
）
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る

が
、
祭
儀
の
前
後
の
事
は
『
内
裏
式
』
を
始
め
と
し
て
、
村
上
天
皇
（
在

位
九
四
六
│
九
六
七
）
時
の
『
貞
観
儀
式
』
等
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
天

皇
ご
自
身
の
神
膳
作
法
次
第
の
詳
細
が
識
ら
れ
る
の
は
『
醍
醐
天
皇
御

記
』（「
延
喜
の
御
記
」）『
村
上
天
皇
御
記
』（「
天
暦
の
御
記
」）
等
の
外
、

御
祈
請
詞
の
最
古
の
文
例
は
『
建
暦
御
記
供
神
膳
事
』（
順
徳
天
皇
十
六
歳
の

大
嘗
祭
に
際
し
て
御
父
後
鳥
羽
上
皇
が
記
さ
れ
た
も
の
）
に
詳
し
い
。

そ
の
後
、
文
正
元
（
一
四
六
六
）
年
十
二
月
、
後
土
御
門
天
皇
二
五
歳

大
嘗
祭
斎
行
以
後
、
二
二
一
年
間
の
中
絶
を
経
て
、
貞
享
四
（
一
六
八

七
）
年
十
一
月
、
東
山
天
皇
十
三
歳
に
至
り
大
嘗
祭
再
興
を
み
た
の
で
あ

る
。
次
代
の
中
御
門
天
皇
は
斎
行
出
来
得
な
か
っ
た
が
、
次
々
代
櫻
町
天

皇
以
降
当
代
ま
で
、
連
綿
と
し
て
斎
行
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
櫻
町
天
皇
十
九
歳
が
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
十
一
月

の
大
嘗
祭
斎
行
に
際
し
て
宸
筆
を
以
て
記
さ
れ
た
も
の
が
東
山
御
文
庫
に

襲
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
一
班
を
紹
介
し
た
い
。

こ
の
宸
筆
文
書
三
点
の
一
は
「
御
笏
紙
」
切
紙
一
枚
、
二
は
「
神
膳
次

第
」
折
本
一
帖
、
三
は
「
作
法
覚
次
第
」
仮
綴
一
冊
と
な
る
。
そ
の
内

の
、
三
点
目
を
図
版
と
共
に
掲
載
す
る
。

〔
勅
封
番
号
六
六
│
八
│
六
│
三
〕「
元
文
三
年
大
嘗
祭
作
法
覚
次
第
」
仮
綴
一
帖

【
釈
文
】（
濁
点
、
傍
注
等
ヲ
附
ス
）

（
表
紙

上
書

）「 

作
法
お
ぼ
へ
の
次
第 

」

（1オ）
祈
請
の
詞
云
、

伊
勢
の
い（

五
十
鈴
）

す
ゞ
の
河
上
に
お
は
し
ま
す

天
照
太
神
、
あ（

天

神

）

ま
つ
や
し
ろ
く（

地

祇

）

に
つ
や
し
ろ

の
も（

諸

々

）

ろ
〳
〵
乃
神
た
ち
に
申
て
申
さ
く
、
昭

（
て
る
ひ
と
）仁

諸（
も
ろ
か
み
）

神
の
ひ（

廣
）ろ

き
ま（

護
）も

り
に
よ
り
て
、

国
の
中
た
い
ら
か
に
、
年
穀
ゆ
た
か
に
し
て
、」

（1ウ）
た（

高
）か
き
い（

賤
）や
し
き
を
お（

覆
）ほ
ひ
、
も
ろ
〳
〵

の
民
を
す
く
は
む
、
よ
り
て
こ
と
し

あ（
新
）ら

た
に
ゑ（

穫
）た

る
と
こ
ろ
乃
に（

新ゐ
／
お穀

）
も
の
を

た
て
ま
つ
る
、
又
、
て（
昭
）る
仁
が
身
の
う
へ
に

お
か
す
べ
き
わ
ざ
は
ひ
を
は
ら
ひ
の
ぞ
き
て
、

さ
り
な
ば
、
あ
し
き
事
を
か
し
来
た
る 

」

（2オ）
事
な
か
ら
ん
、
又
、
た
か
き
山
、
ふ（

深
）か
き

谷
、
と
こ
ろ
〴
〵
名
を
し
る
し
て
ま
じ
な
ひ

ま
つ
ら
ん
も
の
、
ミ
な
け（
消
）ち

ほ
ろ
ぼ
さ
ん

事
、
こ
れ
、
天
神
地
祇
の
あ
つ
き
／
ま
も
り
を

か
ふ
む
り
て
、
い
た
す
べ
き
も
の
／
な
り
と
、

お
そ
れ
ミ
お
そ
れ
ミ
も
申
て
申
さ
く
、 

」

 

宮
内
庁
蔵
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と
な
る
。
次
に
、
そ
の
本
文
を
釈
文
と
し
て
読
ん
で
み
た
い
。

（
表
紙

上
書

）「
作
法
お
ぼ
へ
の
次
第
」

　

祈
請
の
詞
云
、

伊
勢
の
い（
五
十
鈴
）

す
ゞ
の
河
上
に
お
は
し
ま
す
天
照
太
神
、
あ（

天

神

）

ま
つ
や
し
ろ

く（

地

祇

）

に
つ
や
し
ろ
の
も（

諸

々

）

ろ
〳
〵
乃
神
た
ち
に
申
て
申
さ
く
、
昭

（
て
る
ひ
と
）
仁
、
諸
神
の

ひ（
廣
）ろ

き
ま（

護
）も

り
に
よ
り
て
、
國
の
中

（
う
ち
）た（
平
）ひ

ら
か
に
、
年

（
と
し
の
み
の
り
）

穀
ゆ
た
か
に
し

て
、
た（
高
）か

き
い（

賤
）や

し
き
を
お（

覆
）ほ

ひ
、
も
ろ
〳
〵
の
民
を
す
く
は
む
、
よ
り

て
こ
と
し
あ（
新
）ら
た
に
ゑ（

穫
）た
る
と
こ
ろ
乃
に（

新

穀

）

ゐ
お
も
の
を
た
て
ま
つ
る
、

（2ウ）
神
膳
次
第
、

先
、御
飯
米粟
、
次
、鮮
物
干
物
、
次
、菓

（
く
だ
も
の
）

物
、

其
儀
、
う（

采
女
）

ね
め
平（

ひ
ら
て
）手一
ま（

枚
）い
と
り
て
、

天
皇
に
ま
い
ら
す
、
天
皇
笏
を
右
の

ひ（
膝
）ざ
の
し
た
に
を
く
、
左
手
に
て
平
手

を
と
り
、
右
手
に
て
も
ら
し
め
給
ふ
、 

」

（3オ）
毎
度
如
此
、

御
飯
、
御
ハ
む
の
う
へ
の
は（
箸
）し
に
て
、
よ（

米
）ね

三
は
し
・
あ（
粟
）は

三
は
し
も（

盛

加

）

り
く
は
へ
て
、

う
ね
め
に
か
へ
す
、
十
度（
た
び
）、

鮮（
な
ま
も
の
）
物
四
種
、
三
は
し
づ
ゝ
も
る
、
お（

同
）な
じ

は
し
に
て
、
お
な
じ
平
手
に
干
（
か
ら
も
の
）物四

種
、
三
は
し
づ
ゝ
も
り
く
は
へ
て
、
う
ね
め 

」

（3ウ）
に
か
へ
す
、
十
度
、
め（

和
布
汁
）

の
し
る
・
あ（

鮑

）

わ
び
、
う
ね    

め
盛
く
わ
ふ
、
／
次
、
菓

（
く
だ
も
の
）物四
種
、
三
は
し
づ
ゝ

も
り
て
、
う
ね
め
／
か
へ
す
、
十
二
度
、

次
、
神（
み
き
）酒

、
う
ね
め
、
本
か（

柏

）

し
ハ
と
さ（

盃

）

か
づ
き
と

天
皇
に
ま
い
ら
す
、
み（

短

帖

）

じ
か
た
ゝ
み
の

右
の
か（
方
）た
に
膝

（
し
つ
こ
う
）
行
し
て
、
手
を
の（

伸
）ば
し
て
、 
」

（4オ）
平
手
ひ
と
つ
〳
〵
の
う
へ
に
そ（

灑
）ゝ

ぐ
、

か（
瓶
）め

を
か
へ
て
四
度
ま
づ
白
二
度
、
の
ち
黒
二
度
、

そ
ゝ
ぎ
て
の（

後
）ち
、
本
か
し
ハ
は
神
の
す（

食
薦
）

ご
も

の
う（
上
）へ

、
た（

短
）ん

帖
に
か
け
て
か
さ
ね
を
く
、

か（

土

器

）

は
ら
け
ハ
／
う
ね
め
に
か
へ
す
、

次
、
う
ね
め
、
残
と
こ
ろ
乃
は
し
を
御
は（
飯
）ん

、

小
く（
窪
手
）

ぼ
て
の
う
へ
に
た（

立
）つ

、
天
皇
三
た（

度
）び 

」

（4ウ）
手
を
た
ゝ
き
て
、
け（

敬

屈

）

い
く
つ
し
て
、
起
あ（

上
）が

る

時
に
い（
称
唯
）

せ
う
し
て
、
は
し
を
と
り
て
、

ま
づ
、
よ
ね
三
は
し
、
次
、
あ
は
三
は
し
な（
嘗
）め
て
、

は
し
を
も
と
の
ご
と
く
に
た
つ
、

次
、
御
酒
、
う
ね
め
盃
に
酒
を
も
り
て
、

天
皇
に
ま
い
ら
す
、
天
皇
け
い
く
つ
し
て

三
た
び
、
よ
こ
な
が
ら
手
を
た
ゝ
き
て
、 

」

（5オ）
お
き
あ
が
る
時
に
い
せ
う
し
て
、

う
ね
め
が
手
よ
り
す
ぐ
に
さ
か
づ
き
を

と
り
て
の（
飲
）ま
し
む
、
さ
か
づ
き
を
う
け
て

い
せ
う
し
て
、
右
方
に
御
ぐ（
髪
）し
を

か（

傾

）

た
ぶ
け
て
の
ま
し
む
、

神
膳
を
は
り
て
手
（
ち
よ
う
ず
）
水
、
座
ゆ（

揖
）ふ
あ
り
て
、

本
ろ（
路
）を
へ（

経
）て
か
へ
る
、 

」
止
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又
、
て（

昭
）る

仁
が
身
の
う
へ
に
お
か
す
べ
き
わ
ざ
は
ひ
を
は
ら
ひ
の
ぞ
き

て
、
さ
り
な
ば
あ
し
き
事
を
か
し
来
た
る
事
な
か
ら
ん
、
又
、
た
か
き
や

ま
、
ふ
か
き
谷
、
と
こ
ろ
〴
〵
名
を
し
る
し
て
ま
じ
な
ひ
ま
つ
ら
ん
も

の
、
ミ
な
け
ち
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
事
、
こ
れ
、
天
（
あ
ま
つ
や
し
ろ
）

神
地

（
く
に
つ
や
し
ろ
）

祇
の
あ
つ
き
ま
も

り
を
か
ふ
む
り
て
い
た
す
べ
き
も
の
な
り
と
、
お
そ
れ
ミ
お
そ
れ
ミ
も
申

て
申
さ
く

こ
の
御
祈
請
詞
に
於
い
て
、
祀
る
神
は
「
天
照
太
神
」
と
天
神
地
祇

と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
記
さ
れ
て
い
る
。

先
ず
国
と
民
の
平
安
を
祈
り
請
い
、
次
に
玉
體
の
堅
固
を
祈
り
請
う

の
で
あ
っ
た
。

神
膳
次
第
、

先
、御
飯
米粟
、
次
、鮮
物

干
物
、
次
、菓

（
く
だ
も
の
）
物
、

其 

儀
、う（

采
女
）

ね
め
平（

ひ
ら
て
）手一
ま（

枚
）い
と
り
て
、
天
皇
に
ま
い
ら
す
、
天
皇
笏
を
右 

の
ひ（

膝
）ざ

の
し
た
に
を
く
、
左
手
に
て
平
手
を
と
り
、
右
手
に
て
も
ら
し

め
給
ふ
、
毎
度
如
此
、

御
飯
、御
ハ
む
の
う
へ
の
は（
箸
）し
に
て
、
よ（

米
）ね
三
は
し
・
あ（

粟
）は
三
は
し

　

も（

盛

加

）

り
く
は
へ
て
、
う
ね
め
に
か
へ
す
、
十
度（

た
び
）、

鮮（
な
ま
も
の
）

物
四
種
、
三
は
し
づ
ゝ
も
る
、
お（

同
）な

じ
は
し
に
て
、
お
な
じ
平
手
に

干（
か
ら
も
の
）
物
四
種
、
三
は
し
づ
ゝ
も
り
く
は
へ
て
、
う
ね
め
に
か
へ
す
、
十
度
、

　

め（
和
布
汁
）

の
し
る
・
あ（

鮑

）

わ
び
、
う
ね
め
盛
く
わ
ふ
、

次
、菓
（
く
だ
も
の
）物四

種
、
三
は
し
づ
ゝ
も
り
て
、
う
ね
め
か
へ
す
、
十
二
度
、

次
、神（
み
き
）酒

、
う
ね
め
、
本
か（

柏

）

し
ハ
と
さ（

盃

）

か
づ
き
と
天
皇
に
ま
い
ら
す
、

み（

短

帖

）

じ
か
た
ゝ
み
の
右
の
か（

方
）た

に
膝

（
し
つ
こ
う
）

行
し
て
、
手
を
の（

伸
）ば

し
て
、
平
手
ひ
と

つ
〳
〵
の
う
へ
に
そ（
灑
）ゝ

ぐ
、
か（

瓶
）め

を
か
へ
て
四
度
ま
づ
白
二
度
、
の
ち
黒
二
度
、

そ
ゝ
ぎ
て
の（

後
）ち

、
本
か
し
ハ
は
神
の
す（

食
薦
）

ご
も
の
う（

上
）へ

、
た（

短
）ん

帖
に
か
け
て

か
さ
ね
を
く
、
か（

土

器

）

は
ら
け
ハ
う
ね
め
に
か
へ
す
、

次
、う
ね
め
、
残
と
こ
ろ
乃
は
し
を
御
は（
飯
）ん
小
く（

窪
手
）

ぼ
て
の
う
へ
に
た（

立
）
つ
、

天
皇
三
た（
度
）び

手
を
た
ゝ
き
て
、
け（

敬

屈

）

い
く
つ
し
て
起
あ（

上
）が

る
時
に
い（

称
唯
）

せ
う
し

て
、
は
し
を
と
り
て
、
ま
づ
、
よ
ね
三
は
し
、
次
、
あ
は
三
は
し
な（
嘗
）め

て
、
は
し
を
も
と
の
ご
と
く
に
た
つ
、

次
、御
酒
、
う
ね
め
盃
に
酒
を
も
り
て
、
天
皇
に
ま
い
ら
す
、
天
皇
け
い
く

つ
し
て
、
三
た
び
よ
こ
な
が
ら
手
を
た
ゝ
き
て
、
お
き
あ
が
る
時
に
い
せ

う
し
て
、
う
ね
め
が
手
よ
り
す
ぐ
に
さ
か
づ
き
を
と
り
て
の（
飲
）ま

し
む
、
さ

か
づ
き
を
う
け
て
い
せ
う
し
て
、右
方
御
ぐ（
髪
）し
を
か（

傾

）

た
ぶ
け
て
の
ま
し
む
、

神
膳
を
は
り
て
手
（
ち
よ
う
ず
）
水
、
座
ゆ（

揖
）ふ
あ
り
て
、
本
ろ（

路
）を
へ（

経
）て
か
へ
る
、」
止

斯
様
な
次
第
と
な
る
。

米
と
粟
を
三
箸
づ
つ
枚
手
に
盛
り
付
け
た
も
の
を
十
枚
（
六
〇
度
）

鮮
物
と
干
物
四
種
を
同
じ
く
三
箸
づ
つ
（
二
四
箸
）
を
十
枚
（
二
四
〇
度
）

菓
子
四
種
を
同
じ
く
三
箸
づ
つ
（
十
二
箸
）
を
十
二
枚
（
百
四
四
度
）

合
わ
せ
て
四
四
四
回
御
箸
を
運
ば
れ
て
御
親
ら
盛
り
付
け
ら
れ
、
更
に
、

そ
の
枚
手
十
二
所
の
上
に
、
白
酒
・
黒
酒
各
二
度
づ
つ
振
り
灑そ
そ

ぐ
こ
と
計

四
八
度
。
御
箸
で
盛
付
け
ら
れ
る
作
法
と
合
わ
せ
て
四
九
二
度
に
及
ぶ
御
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所
作
で
あ
る
。
約
五
〇
〇
回
に
喃
々
と
す
る
御
箸
と
灑
酒
の
御
所
作
、
と

て
も
三
〇
分
や
一
時
間
で
は
出
来
得
ず
、
優
に
二
時
間
近
く
は
掛
か
る
で

あ
ろ
う
。
実
際
、
今
回
の
大
嘗
祭
悠
紀
殿
の
儀
に
於
か
れ
て
は
、
午
後
七

時
過
ぎ
に
始
ま
り
、
午
後
九
時
過
ぎ
ま
で
ご
所
作
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

丁
寧
に
丁
寧
に
、
慎
重
に
も
慎
重
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

尚
、
此
の
次
第
は
、
明
治
四
年
十
一
月
の
明
治
天
皇
御
斎
行
ま
で
踏
襲

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

大
正
度
以
降
、
今
回
の
事
は
、
宮
内
庁
長
官
を
委
員
長
と
す
る
大
礼
委

員
会
の
第
八
回
（
令
和
元
年
十
月
二
日
）
の
時
に
配
布
さ
れ
た
「
参
考

2
」
の
「
大
嘗
祭
に
つ
い
て
」
に
は
、
以
下
の
様
に
記
さ
れ
て
お
り
、
簡

に
し
て
要
を
得
て
い
る
の
で
、
宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
引
載
し
て
紹

介
し
た
い
。

1　

意
義

大
嘗
祭
は
、
稲
作
農
業
を
中
心
と
し
た
我
が
国
の
社
会
に
古
く
か
ら

伝
承
さ
れ
て
き
た
収
穫
儀
礼
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
天
皇
が
即
位

の
後
、
初
め
て
、
大
嘗
宮
に
お
い
て
、
新
穀
を
皇
祖
（
天
照
大
神
）
及

び
天
神
地
祇
（
す
べ
て
の
神
々
）
に
お
供
え
に
な
っ
て
、
み
ず
か
ら
も

お
召
し
上
が
り
に
な
り
、
皇
祖
及
び
天
神
地
祇
に
対
し
、
安
寧
と
五
穀

豊
穣
な
ど
を
感
謝
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
家
・
国
民
の
た
め
に
安
寧
と

五
穀
豊
穣
な
ど
を
祈
念
さ
れ
る
儀
式
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
皇
位
の
継
承
が
あ
っ
た
と
き
は
、
必
ず
挙
行
す
べ
き
も
の

と
さ
れ
、
皇
室
の
長
い
伝
統
を
受
け
継
い
だ
、
皇
位
継
承
に
伴
う
一
世

に
一
度
の
重
要
な
儀
式
で
あ
る
。

２　

沿
革

大
嘗
祭
の
沿
革
を
た
ど
る
と
、
そ
の
起
源
は
、
新
嘗
の
祭
に
由
来
す

る
。
新
嘗
の
祭
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
最
古
の
歴
史
書
で
あ
る
古
事
記

（
七
一
二
年
に
撰
進
）
や
日
本
書
紀
（
七
二
〇
年
に
撰
進
）
に
お
い
て
、

皇
祖
天
照
大
神
が
新
嘗
の
祭
を
行
わ
れ
た
こ
と
や
上
古
の
天
皇
が
新
嘗

の
祭
を
行
わ
れ
た
こ
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
起
源
は
、

そ
れ
ら
の
歴
史
書
が
編
纂
さ
れ
た
奈
良
時
代
以
前
に
ま
で
遡
る
こ
と
が

で
き
る
。

な
お
、
新
嘗
の
祭
が
、
我
が
国
の
社
会
に
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
常
陸
国
風
土
記
（
八
世
紀
前
半
に
完
成
）
に
引
く

説
話
や
万
葉
集
（
八
世
紀
半
ば
過
ぎ
に
編
纂
）
の
歌
に
よ
っ
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。

七
世
紀
中
頃
ま
で
は
、
一
代
に
一
度
行
わ
れ
る
大
嘗
祭
と
毎
年
行
わ

れ
る
新
嘗
祭
と
の
区
別
は
な
か
っ
た
が
、
第
四
〇
代
天
武
天
皇
の
時

（
御
在
位
六
七
三
│
六
八
六
年
）
に
、
初
め
て
、
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
と

が
区
別
さ
れ
た
。
爾
来
、
大
嘗
祭
は
一
世
に
一
度
行
わ
れ
る
極
め
て
重

要
な
皇
位
継
承
儀
式
と
さ
れ
、
歴
代
天
皇
は
、
即
位
後
必
ず
そ
れ
を
行

わ
れ
る
こ
と
が
皇
室
の
伝
統
と
な
っ
た
。

な
お
、
歴
代
天
皇
の
う
ち
大
嘗
祭
を
行
わ
れ
な
か
っ
た
例
が
あ
る
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が
、
そ
れ
は
、
大
嘗
祭
を
行
わ
れ
る
前
に
退
位
さ
れ
た
り
、
或
い
は
相

次
ぐ
兵
乱
な
ど
の
た
め
に
経
費
の
調
達
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
大
嘗
祭
を
挙
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
特
殊

事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
歴
代
天
皇
の
中
に
は
、
挙

行
を
確
認
で
き
な
い
若
干
の
例
も
あ
る
。

３　

儀
式
の
挙
行

大
嘗
祭
は
、
上
述
の
よ
う
に
皇
位
が
世
襲
で
あ
る
こ
と
に
伴
う
一
世

に
一
度
の
極
め
て
重
要
な
伝
統
的
皇
位
継
承
儀
式
で
あ
る
の
で
、
今
回

も
、
皇
室
の
行
事
と
し
て
、
皇
室
の
伝
統
に
従
い
、
先
例
等
を
参
酌
し

て
行
わ
れ
る
。

（
1
）
時
期

大
嘗
祭
の
中
心
的
儀
式
で
あ
る
大
嘗
宮
の
儀
は
、「
悠ゆ

紀き

殿で
ん

供き
よ
う

饌せ
ん

の

儀
」
と
「
主す

基き

殿で
ん

供き
よ
う

饌せ
ん

の
儀
」
で
あ
る
。
今
回
、
悠
紀
殿
供
饌
の
儀

は
令
和
元
年
十
一
月
十
四
日
の
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
行
わ
れ
、
主
基

殿
供
饌
の
儀
は
そ
の
翌
日
の
十
一
月
十
五
日
の
暁
前
に
行
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
れ
に
引
き
続
き
、「
大だ
い

饗き
よ
うの

儀
」
が
十
一
月
十
六
日
及
び

十
八
日
に
行
わ
れ
る
。

（
2
）
場
所

大
嘗
祭
は
、
約
一
二
〇
〇
年
前
、
平
安
京
に
都
が
定
め
ら
れ
て
以
来

京
都
で
行
わ
れ
、
東
京
に
都
が
遷
さ
れ
た
明
治
以
降
も
、
明
治
度
を
除

い
て
京
都
で
行
わ
れ
て
き
た
が
、
平
成
度
は
、
東
京
の
皇
居
東
御
苑
で

行
わ
れ
、
今
回
も
同
所
で
行
わ
れ
る
。（
平
安
京
に
遷
都
さ
れ
る
前
は
、

当
時
都
が
置
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
て
い

た
。）

（
3
）
大だ
い

嘗じ
よ
う

宮
き
ゆ
う

皇
居
東
御
苑
に
は
、
大
嘗
祭
を
行
う
た
め
の
大
嘗
宮
が
特
別
に
設
営

さ
れ
る
。

大
嘗
宮
の
起
源
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
既
に
奈
良
時

代
の
大
嘗
宮
の
遺
構
が
平
城
宮
跡
か
ら
見
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、

平
安
時
代
以
降
今
日
ま
で
、『
貞
観
儀
式
』（
九
世
紀
後
半
に
成
立
し
た

儀
式
書
）
等
に
沿
っ
た
大
嘗
宮
が
、
大
嘗
祭
の
都
度
設
営
さ
れ
て
い

る
。今

回
設
営
さ
れ
る
大
嘗
宮
は
、
先
例
に
従
い
、
お
よ
そ
九
十
メ
ー
ト

ル
四
方
の
敷
地
に
、
悠ゆ

紀き

殿で
ん

（
悠
紀
殿
供
饌
の
儀
を
行
う
た
め
の
建

物
）
主す

基き

殿で
ん

（
主
基
殿
供
饌
の
儀
を
行
う
た
め
の
建
物
）、
廻か

い

立り
ゆ
う

殿で
ん

（
大
嘗
宮
の
儀
に
先
立
ち
天
皇
及
び
皇
后
が
御
潔
斎
や
お
召
替
え
を
な

さ
る
建
物
）
の
殿
舎
を
中
心
に
、
そ
れ
に
関
連
す
る
建
物
や
参
列
者
幄

舎
な
ど
大
小
三
十
余
の
建
物
が
設
営
さ
れ
、（
中
略
）
伝
統
的
に
質
素

な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
大
嘗
宮
平
面
図
面
別
添
）（
略
）

（
4
）
参
列
者
（
中
略
）

（
5
）
次
第

大
嘗
祭
の
中
心
的
儀
式
で
あ
る
大
嘗
宮
の
儀
の
次
第
は
、『
貞
観
儀

式
』
や
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
年
）
に
定
め
ら
れ
た
『
登
極
令
』
な
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ど
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
基
本
的
に
異
な
る
と
こ

ろ
は
な
い
。
今
回
も
平
成
度
と
同
様
、
こ
の
長
い
伝
統
に
従
っ
て
儀
式

が
行
わ
れ
る
。
そ
の
儀
の
次
第
は
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
悠
紀
殿
供
饌
の
儀

・
参
列
者
が
参
進
し
て
幄あ
く

舎し
や

に
着
床
す
る
。

・ 

稻
舂
歌
を
歌
い
、
稻い

な

舂つ
き

を
行
い
（
新
穀
を
精
白
す
る
）、
神し

ん

饌せ
ん

を

調
理
す
る
。

・ 

庭に
わ

積づ
み

の
机

つ
く
え

代し
ろ

物も
の

（
各
都
道
府
県
の
特
産
で
あ
る
農
林
水
産
物
）
を

置
く
。
掌
典
長
が
祝
詞
を
奏
す
る
。

・
天
皇
陛
下
が
本
殿
に
お
進
み
に
な
り
、
御
座
に
お
着
き
に
な
る
。

・ 

皇
后
陛
下
が
帳

ち
よ
う

殿で
ん

に
お
進
み
に
な
り
、
御
座
に
お
着
き
に
な
る
。

・ 

国く

栖ず

の
古

い
に
し
え

風ぶ
り

（
古
代
、
大
和
の
国
栖
人
が
奏
し
た
歌
謡
）
を
奏

す
る
。

・
風ふ

俗ぞ
く

歌う
た

を
奏
す
る
。

・
皇
后
陛
下
が
御
拝
礼
に
な
る
。

・
皇
族
殿
下
が
拝
礼
さ
れ
る
。

・
参
列
者
が
拝
礼
す
る
。

・
皇
后
陛
下
が
御
退
出
に
な
る
。

・
神
饌
を
行
ぎ
よ
う

立り
ゆ
うす
る
。

　
（
神
饌
な
ど
を
行
列
を
立
て
て
本
殿
に
持
ち
運
ぶ
。）

・
天
皇
陛
下
が
神
饌
を
御ご

親し
ん

供く

に
な
る
。

　

 （
天
皇
陛
下
が
、
新
穀
を
も
っ
て
調
製
し
た
御み

食け

・
御み

酒き

な
ど
を

皇
祖
及
び
天
神
地
祇
に
お
供
え
に
な
る
。）

・ 

天
皇
陛
下
が
御
拝
礼
の
上
、
御お

告つ
げ

文ぶ
み

を
お
奏
し
に
な
る
。

　

 （
天
皇
陛
下
が
、
皇
祖
及
び
天
神
地
祇
に
対
し
、
安
寧
と
五
穀
豊

穣
な
ど
を
感
謝
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
家
・
国
民
の
た
め
に
安
寧

と
五
穀
豊
穣
な
ど
を
祈
念
す
る
御
告
文
を
奏
さ
れ
る
。）

・
御お
ん

直な
お

会ら
い

　

 （
天
皇
陛
下
が
、
新
穀
を
も
っ
て
調
製
し
た
御
食
・
御
酒
を
お
召

し
上
が
り
に
な
る
。）

・
神
饌
を
撤
下
す
る
。

・
天
皇
陛
下
が
御
退
出
に
な
る
。

・
参
列
者
が
退
出
す
る
。

○
主
基
殿
供
饌
の
儀

悠
紀
殿
供
饌
の
儀
と
同
様
で
あ
る
。（
下
略
）

こ
の
資
料
を
読
ん
で
気
付
く
こ
と
は
、（
5
）
次
第
、
悠
紀
殿
供
饌

の
儀
「
天
皇
陛
下
が
神
饌
を
御ご

親し
ん

供く

に
な
る
。（
新
穀
を
も
っ
て
調
整

し
た
御み

食け

・
御み

酒き

な
ど
を
皇
祖
及
び
天
神
地
祇
に
お
供
え
に
な
る
。）」

の
後
に
、「
天
皇
陛
下
が
御
拝
礼
の
上
、
御お

告つ
げ

文ぶ
み

を
お
奏
し
に
な
る
。」

と
あ
る
。

明
治
度
ま
で
は
、
先
ず
「
御
祈
請
詞
」
を
奏
さ
れ
て
後
に
、「
神
膳

親
供
」
で
あ
っ
た
が
、
大
正
度
か
ら
は
、
そ
れ
が
全
く
逆
転
し
た
の
で

あ
る
。
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四　

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
神
宮
に
親
謁
の
儀

※
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
の
後
、
神
宮
に
天
皇
陛
下
が
拝
礼
さ
れ
る
儀
式
。

◇
令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
、
外
宮

◎
天
皇
陛
下
は【
御ご

束そ
く

帯た
い

黄こ
う

櫨ろ

染ぜ
ん
の

御ご

袍ほ
う（

冬
）】を
召
さ
れ
て
出
御
、
親
謁
。

◇
令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
、
外
宮

◎
皇
后
陛
下
は
【
御
五い

つ
つ

衣ぎ
ぬ・

御
唐か

ら

衣ぎ
ぬ・

御
裳も

】
を
召
さ
れ
て
御
参
拝
。

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
髙
倉
永
佳
師
、
御
前
衣
文
・
髙
倉
流
門
弟
奉
仕

宮内庁提供

伊
勢
神
宮
外
宮
に
参
拝
さ
れ
た
皇
后
陛
下

宮内庁提供
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◇
令
和
元
年
十
一
月
二
十
三
日
、
内
宮

◎
天
皇
陛
下
は
【
御ご

束そ
く

帯た
い

黄こ
う

櫨ろ

染ぜ
ん
の

御ご

袍ほ
う

】
を
召
さ
れ
て
出
御
、
親
謁
。

◇
令
和
元
年
十
一
月
二
十
三
日
、
内
宮

◎
皇
后
陛
下
は
【
御
五い

つ
つ

衣ぎ
ぬ・

御
唐か

ら

衣ぎ
ぬ・

御
裳も

】
を
召
さ
れ
て
御
参
拝
。

伊
勢
神
宮
内
宮
の
参
拝
を
終
え
ら
れ
た
皇
后
陛
下

共同通信提供

伊
勢
神
宮
内
宮
の
親
拝
を
終
え
ら
れ
た
天
皇
陛
下

御
服
上
げ
、
御
後
衣
文
・
髙
倉
永
佳
師
、
御
前
衣
文
・
髙
倉
流
門
弟
奉
仕

共同通信提供
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五　

 

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
賢
所
に
親
謁
の
儀 

 

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
皇
霊
殿
神
殿
に
親
謁
の
儀

※
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
の
後
、
賢
所
に
天
皇
陛
下
が
拝
礼
さ
れ
る
儀
式
。

◇
令
和
元
年
十
二
月
四
日
午
前
、
賢
所
、
皇
霊
殿
、
神
殿

　
「
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
賢
所
御
神
楽
の
儀
」

◇
令
和
元
年
十
二
月
四
日
午
後
、
賢
所

◎
天
皇
陛
下
は【
御ご

束そ
く

帯た
い

黄こ
う

櫨ろ

染ぜ
ん
の

御ご

袍ほ
う

】を
召
さ
れ
て
出
御
、親
謁
。

皇
后
陛
下
は
【
御
五い
つ
つ

衣ぎ
ぬ・

御
小
袿
・
御
長
袴
】
を
召
さ
れ
て
御
参
拝
。

こ
の
、「
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
賢
所
御
神
楽
の
儀
」
を
以
て
、
五
月

八
日
に
始
ま
っ
た
「
期
日
報
告
の
儀
」
以
来
、
七
か
月
に
及
ぶ
大
礼
関
係

諸
儀
式
の
全
て
が
催
行
完
了
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

む
す
び
に

御
代
替
わ
り
以
降
の
諸
儀
に
、
装
い
│
│
御
装
束
を
中
心
と
し
て
通
覧

し
た
時
、
そ
こ
に
は
、
時
代
と
国
民
と
共
に
歩
ん
で
き
た
皇
室
の
「
想

い
」
が
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
く
認
識
す
る

の
で
あ
る
。
末
長
く
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
、
擱
筆
す
る
こ
と
と

致
し
た
い
。

 

（
令
和
元
年
十
二
月
十
日
稿
了
）

宮内庁提供

宮内庁提供




